
●校舎の階段の手すりが壊れていた
ため、生徒が転倒して大ケガをして
しまった。

●校舎の外壁がはがれ、駐車していた
来訪者の自動車を壊してしまった。

学校（小･中･高等学校）の
みなさまの賠償責任保険

学校（小･中･高等学校）のみなさまを取り巻く賠償事故の例

統合賠償責任保険

●悪天候にもかかわらず、遠足
の登山を決行したところ、大
雨によるがけ崩れにあい、生
徒に大ケガをさせてしまっ
た。

損害額 550万円

損害額 80万円

損害額 15万円

損害額 5万円

損害額 1,600万円

かかった費用 5万円

給食が原因で集団食中
毒を発生させてしまっ
た。

学校内でいじめがあっ
たとして、保護者から訴
えられて慰謝料を請求
された。

補償内容は裏面をご参照ください

事故発生後、今後の対
処について弁護士に相
談した。

●その他の賠償事故の例

さ ら に

損害額 800万円

授業のために、近所の
住民から借りた蓄音機
を、授業中に操作をして
いた生徒が誤って壊し
てしまった。

損害額 10万円損害額 20万円

●校舎などの施設  他人に対する賠償事故の例

●教育活動中  業務行為による他人に対する賠償事故の例 ●教育活動中 個人行為による他人に対する賠償事故の例

学校（小･中･高等学校）のみなさまを取り巻く賠償リスクが
まとめてカバーされます！！

●中学校の生徒が、休み時間に友
達と悪ふざけをしていて、他の
生徒にケガをさせてしまった。

●指導協力者が、授業で竹細工の作り方を教えている
際に、誤って小刀を落として、児童にケガをさせてし
まった。

賠償リスクだけでなく、こんなリスクも…
●被害事故の例

職員会議のために注文し
た仕出し弁当により、職
員が食中毒になった。治
療費の請求に応じな
いため、弁護士に依
頼し、損害賠償を請
求した。
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かかった費用 90万円
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で補償される内容

1 基本特約Ⅰ
施設業務危険補償

入試ミスやいじめ、体罰、セクハラなどがあったとして学校が訴えられた場合の損害
賠償責任が補償されます。
【保険金をお支払いできない主な場合】
○生徒等、受験生またはこれらの方の親権者もしくは遺族以外から提起された損害賠償
請求
○法令に違反することまたは他人に損害を与えることを被保険者が認識していた行為に
起因する損害賠償請求
○学校閉鎖による損害賠償請求
○合否発表の日からその日を含めて１年、または合否発表に過誤があったことを知った
日からその日を含めて６０日を超えて合否発表の結果の訂正を行った場合の損害賠償
請求（お詫び金を除きます。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

国公立学校特約
／私立学校特約

基本特約Ⅰでは、学校の施設が原因で生じた事故と学校の業務（教育活動）中の行為が
原因で生じた事故によって、学校が負う損害賠償責任が補償されます。
この特約では、学校の業務（教育活動）中または管理下における教職員や児童・生徒、指導
協力者などの行為によって、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を壊したりした場合
に、教職員や児童・生徒、指導協力者などの個人が負う損害賠償責任が補償されます。
【この特約の被保険者（補償を受けられる方。以下同様とします。）】
○校長、理事、教職員等（臨時職員、臨時講師を含みます。）
○学校教育の指導協力者（ＰＴＡは学校の指導協力者として行動している間のみ補償さ
れます。）
○児童・生徒（児童・生徒の行為について法定の監督義務者が責任を負う場合は法定の
監督義務者）

【保険金をお支払いできない主な場合】
○被保険者または被保険者の指示による暴行・殴打に起因する損害賠償責任　　など

業務外個人行為補償特約２
（学校用）

管理財物※の損壊、紛失、盗取または詐取について、その財物の正当な権利者（所有者
等）に対して負担する損害賠償責任が補償されます。
※他人から借用した財物や発注者等から支給された財物等、被保険者が使用または
管理する他人の財物をいいます。

管理財物拡張補償特約

つくった物が原因で生じた事故と仕事を完了し
引渡した後に生じた事故が補償されます。2 基本特約Ⅱ

生産物完成引渡危険補償

法律上の損害賠償金のほか、損害賠償に関する争訟について、被保
険者が支出した訴訟費用や弁護士報酬等の費用が補償されます。3 賠償責任保険普通保険約款

保険金のお支払い対象となる可能性のある事故が発生し、その結果として他人の身体
の障害または財物の損壊が発生した場合において、被保険者が負担した事故対応費用※

が補償されます。
※事故の対応のために要した初期対応費用、身体障害見舞費用、訴訟対応費用で事故
の解決のために有益かつ必要と弊社が認めた費用をいいます。

事故対応費用補償特約
（基本特約Ⅰ用・基本特約Ⅱ用）

学校や教職員の業務によって負担する法律上の損害賠償責任のほか、学校管理下における教職員や児童・
生徒等の行為によって負担する法律上の損害賠償責任が包括して補償されます。

施設が原因で生じた事故と仕事中の行
為が原因で生じた事故が補償されます。
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このチラシはごく簡単な説明を記載したものです。保険金をお支払いできない場合、保険金の支払条件、支払限度額、その他この保険の詳細につきましては、ビジサ
ポパンフレットをご参照いただくか、弊社代理店または弊社へお問い合わせください。

マークが付いている特約の詳細につきましては、ビジサポパンフレットに記載しています。

急激かつ偶然な外来の事故によって記名被保険者の使用人等が被った被害について、
「法律上の損害賠償請求を行う場合に負担した弁護士費用」や、「法律相談を行う場合に
負担した法律相談費用」が補償されます。

被害事故弁護士費用等
補償特約6


